
朝日火災 2010年4月改定版

●組立保険普通保険約款
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このパンフレットは、2010年 4月 1日以降に保険期間が開始するご契約を対象にしています。



リフォームエ事だからこそこんな危険が……
床の張り替えや水回りの改修、模様替えなどのリフォームエ事は、

既存の建物内で行われるため、次のような危険が常に工事を取りまいています。
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ただし、工事金額が限度となります。(工事金額とは請負金額と支給材の価額の合計額をいいます。)足場等の工事用仮設材の損害についてlよ、

時価により損害を算出し、工事金額の2ο/ο相当額か500万円のいすれか低い額を限度として復旧費に算入します。
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′ヽルコニーを取付中。作票ミス

により破損させてしまつた。

0システムキッチンの設置
●部屋数、間取りの変更

●防音工事

●断熱工事

厘根のふきかえ工事中.隕つて瓦

を落とし、通行人にケガをさせた。

0テラス・パルコニーの取付け
●出窓の設置

●屋根の心、きかえ

●防水工事

観機替え工事中 .眼つて湾主の

票財を寝した。

このようなリフォームエ事にともなう危険を補償するのが、朝日火災の

組立保険 (リフォームエ事用)です。

ただし、あらかじめお決めしヽただく金額 (賠償限度額)が限度となります。また、財物損壊につしヽての損害賠償金に対して保険金

をお支払しヽする損害 |よ、その財物の復旧に要する費用のみで、間接損害は含みません。

ただし、あらかじめお決めしヽただく金額 (補償限度額)が限度となります。復旧費がそのものの時価を超える財物につしヽては、

それぞれの時価を限度に復旧費に算入します。

●床の張替え

0ジュータンの張替え
●クロスの張替え

●浴室の改修

●トイレの改修
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工事の目的物の請負金額を保険金額とします。なお、発注者

より支給される機材がある場合にはその金額を加算します。

■保険契約者、被保険者 (保険の補償を受けられる方 )ま

た lよ工事王児場責任者の故意または重大な過失によつて

生じた損害

■戦争・暴動・騒擾 (じよう)・労働争議による損害
■地震・Ⅱ貢火・津波による損害
■被保険者が保険の目的の工事に関する契約につき、完成

期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行に

より、損害賠償責任を負担することにより被つた損害
■核燃料物質もしくは放射能汚染により生じた損害
■保険の目的が工事以外の用途に使用された場合の、使

用によりその部分に生じた損害

総括契約とは、お客様が保険期間内に請負うすべての

リフォームエ事が自動的に本保険で担保される契約方式

です。こ契約時に暫定保険料をお支払いいただき、着工実

績により精算いたします。

保険期間は原則として、工事着手の時を始期とし、試運

転または負荷試験終了後引渡の時を終期とします。工事

用材料については、工事現場に搬入し荷卸が完了した時

に保険責任が開始します。

■設計、材質または製作の欠陥を除去するための費用
■テロ行為またはテロ行為の結果として生じた損害 (保険

金額が 15億円以上の場合 )
■労災事故

■自動車事故による賠償責任

■契約上加重された賠償責任
■施主の財物のうち、自動車、自動二輪車、動植物、30万

円を超える貴金属や美術品に与えた損害
■施主の財物の盗難、紛失による損害
■冷凍・冷蔵設備の破壊、変調もしくは機能停止によつて

起こつた温度変化または湿度変化による損害

,

①保険料がお安くなります。

②事務処理が簡素化されます。

③保険の付保漏れを防ぎ常に安心です。

工事現場で生じた不測かつ突発的な次のような事故による損害がお支払いの対象になります。

1.火災。爆発・落目       2.資 材の盗難         3.破 損
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4.通行人のケガ
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お支払いする保険金

“
復旧費 自己負担額

(2万円)

損害賠償金 争訟費用

I 復旧費 自己負担額
(2万円)

次のような工事が対象となりま現
保険期間

お支払いできない主な損害こんな時にお役に立ちま硯

ア ‖

吻

総括契約のおすすめ噛

的

5.水漏れ

も

6

ヽ



様

リフォームエ事に関する保険お見積書 (組立保険)

平成  年  月  日

級

①

円

②

円

①

円

円

工事を行う建物の構造級別

基本料率 (a)
(    )

請負金額 (1)×特約料率 (b)
(    千円)× (    )

合計保険料
(① +②+③ )

か月間

千円

千円

千円

施 主

工 事 現 場

工 事 名

工 事 期 間 (保 険 期 間 )

(1)リフォームエ事そのものの補償(基本)

請負金額(保険金額)

(2)第三者に対する賠償損害の
てん補限度額

(3)施主の財物に与えた損害の

てん補限度額l構内所在物件)

(4)総括契約の場合

年間予想着工件数 ( 件 )

(Л )リフォームエ事の基本料率
構造と工事期間から基本料率(a)を適用します。

7か月以上

1か月につき
005を
加算する。

6か月

085
095
115

5か月

075
085
105

4か月

065
075
095

3ん 月`

055
065
085

2か月

045
055
075

1か月

035
045
065

橋         間
A級 鉄筋コンクリート造
B級 鉄骨造
C級 木造

請負金額 (1)× (a)=① 保険料

(注 )最低保険料は5,000円 です。

(2)第三者に対する賠償損害 (損害賠償責任担保特約料率)
(注 )特約保険金額は、リフォームエ事物件またはビル付帯設備工事物件に限り、主契約の保険金額が1億円以下の場合は、1億円を限度として任意に定めることができます。また、1億円を
超える場合およびその他の工事物件につしヽて|よ、5億円を限度として主契約の 100%以下で定めます。

〔請負金額  × 逓減係数 十 調整金額  〕      引上係数    ②保険料
〔(    千円)× ( 。| | |)十 (    干円)〕 × 04 ×(    )=(        )
ψ       4＼      ′             /ト

調整金額

0千円

5,000千円

16.000干 円

逓減係数

100

090

079

請負金額

5,000万 円までの工事

5,000万円を超え
1億円までの工事

]億円を超え2億円まで

(1)基本の請負金額(   千円)

修正係数は

特約保険金額割合の小数点第3位を

1億円

179

5,000

万円

173

3,000

万円

164

2,000

万円

159

1,000

万円

153

500
万円

138

300
万円

124

200
万円

114

100

万円

100

賠  償
限 度 頴

引上係数

(注)中間値に対する引上係数は計算で小数第2位まで求めます。

(3)施主の財物に与えた損害 (橋内所在物件特約料率)
(注 )特約保険金額は、リフォームエ事物件またはビル付帯設備工事物件に限り、主契約の保険金額が1億円以下の場合は、1億円を限度として任意に定めることができます。また、1億円を
超える場合およびその他の工事物件につしヽては、5億円を限度として主契約の 100ο/ο以下で定めます。

(3):磐8ぞ忽誘桑曇(   干円) 特約保険金額割合   基本料率(a) 修正係数 (C) 特約料率 (b)
=( J I I I I I)× (     )× (     )=(     )請負金額(1)× (b)=③ 保険料

(小数点第6位を4捨 5入)                       4＼        (小 数点第3位を4捨 5入 )

4捨5入 (   )

775,メ」ヒ
825共清

025

14&05姓

010

605雌
725未満

027
7005姓
]4505未満

011

585二X」L
615未満

030
4505姓
7005夫 溝ヽ

012

195姓
515夫活

034
3505陛
4505未浦

013

395以上
405未活

040
27551又」L
3505未 満

014

295,X」 L
305未活

048
1875姓
2255未 満

016

195姓
205未満

063
]195姓
16ρ 5夫濫

018

]45姓
155未満

075
955姓
1065未満

022

105未満

100
875姓
955未活

023

特約保険金額割合

修正係数 (C)

特約保険金額割合

修正係数 (C)

(4)総括契約の場合は、①、②、③の保険料に年間予想着工件数をそれぞれ掛けた合計が年間暫定保険料です。

きは

万―こ                                       保管し、すみやかに取扱代理店または弊社に保険契約の内容 (証券番号等 )、 事
故の内 こ連絡ください。なお、こ連絡しヽただいた以降、損害のあつた部分の修理や状況
を変更

○この保険は                               こ限り、            」の補償対象となります。ただし、その場合でも引
受保険会社                               の規定I           とがあります。詳細につきましてIよ、下記記載の弊
社ホームペ

O弊社は、保険契約に関する個人情報を、適切な契約のお引き受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのこ提供および弊社の商品の販売等を行うために取得・不U用し、
業務委託先、再保険会社等に提供することがあります。詳細につきましては、下記記載の弊社ホームページをこ覧いただくか、取扱代理店または弊社までこ照会ください。

●保険料お支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください。
●このパンフレットは「組立保険」の概要をこ紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、保険金のお支払い条件。こ契約手続き・その他こ不明な点がありましたら取扱代
理店または弊社にこ照会ください。なお、詳しくはこの保険の「普通保険約款および特約条項集」「重要事項説明書」をこ覧ください。

弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・契約の管理業務等の代理業務を行つております。したがいまして、
弊社代理店とこ締結いただいて有効に成立したこ契約につきましては、弊社と直接こ契約さイ1たものとなります。

朝日火災海上保険株式会社
〒101-8655東京都千代田区神田美土代町7番地

TEL03‐ 3294‐ 2111(大代表 )
ホームベージアドレスhttpソ/wwwiasahikasai.co.jp

●お問い合わせ先

228006 cpo9_63(新 )2010/093000(KY)


